
ラ
ブ
・
ひ
ょ
う
ご
国
際
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
開
設
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
育
成
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
た
。
人
的
、
文
化
的
交
流
や

体
験
型
コ
ン
テ
ン
ツ
を
テ
ー
マ
と
し
た
ツ
ー
リ
ズ
ム
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
地
域
づ
く
り
と
の
関
係
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
住
宅
復
興
と
多
様
な
住
宅
供
給
・
団
地
再
生

一
　
復
興
の
た
め
の
住
宅
供
給
と
住
宅
政
策
の
転
換
期

　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
応
急
仮
設
住
宅
は
四
万
八
三
〇
〇
戸
が
供
給
さ
れ
、
ひ
ょ
う
ご
住
宅
復
興
三
カ
年
計
画
で
は
、

災
害
復
興
公
営
住
宅
、
民
間
住
宅
を
含
め
一
二
万
五
〇
〇
〇
戸
の
恒
久
住
宅
の
建
設
が
計
画
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
災
害
復
興

公
営
住
宅
に
つ
い
て
は
、
三
万
八
六
〇
〇
戸
の
計
画
戸
数
に
対
し
て
四
万
二
一
〇
〇
戸
（
新
規
供
給
二
万
五
四
〇
〇
戸
）
が
整
備

さ
れ
、
そ
の
供
給
に
当
た
っ
て
は
、
被
災
者
の
多
様
な
世
帯
構
成
に
対
応
す
る
た
め
の
型
別
供
給
や
、
高
齢
者
が
安
全
で
安
心

な
生
活
が
で
き
る
よ
う
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
が
整
備
さ
れ
た
。
ま
た
、シ
ル
バ
ー

ハ
ウ
ジ
ン
グ
、
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ジ
ン
グ
な
ど
新
し
い
住
ま
い
方
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
や
民

間
事
業
者
と
も
連
携
し
、
借
り
上
げ
・
買
取
り
事
業
を
実
施
し
、
早
期
の
大
量
供
給
を
目
指
し
た
。

　
こ
の
時
期
は
、
住
宅
の
量
的
充
足
や
、
少
子
高
齢
化
の
急
激
な
進
展
、
居
住
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
等
、
住
宅
政
策
を
取
り
巻
く

環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
た
。
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
度
に
は
公
営
住
宅
法
が
改
正
さ
れ
、
入
居
者
の
家
賃
負
担
能
力
（
応
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住
宅
被
害

の
特
徴

能
性
）
と
、
公
営
住
宅
の
立
地
・
規
模
等
に
よ
る
便
益
（
応
益
性
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
応
能
応
益
家
賃
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

ま
た
、
日
本
住
宅
公
団
を
母
体
と
し
た
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
は
、
平
成
十
一
年
に
都
市
基
盤
整
備
公
団
と
し
て
改
組
さ
れ
、

十
六
年
に
は
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
戦
災
復
興
期
に
成
立
し
、

そ
の
後
の
高
度
経
済
成
長
期
の
住
宅
の
大
量
供
給
を
推
進
し
て
き
た
公
営
、
公
団
、
公
庫
の
三
制
度
を
柱
と
す
る
住
宅
政
策
や
、

住
宅
建
設
計
画
法
に
よ
る
住
宅
供
給
に
替
わ
る
新
た
な
制
度
的
枠
組
み
を
確
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
七
期
（
平
成
八
～
十
二
年
度
）
で
は
、
定
期
借
地
制
度
等
多
様
な
住
宅
供
給
手
法
の

活
用
、
第
八
期
（
平
成
十
三
～
十
七
年
度
）
で
は
、
住
宅
性
能
の
水
準
の
設
定
、
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
管
理
・
建
替
の
条
件

整
備
、
密
集
市
街
地
の
解
消
と
い
っ
た
市
場
・
ス
ト
ッ
ク
重
視
の
施
策
に
転
換
す
る
。

　
平
成
十
五
年
か
ら
は
、
県
産
木
材
の
需
要
拡
大
を
図
る
た
め
、
①
県
立
施
設
木
造
・
木
質
化
、
②
県
産
木
造
住
宅
、
③
暮
ら

し
の
中
に
木
材
を
取
り
入
れ
る
運
動
を
三
本
柱
と
す
る
「
ひ
ょ
う
ご
の
木
造
・
木
質
化
作
戦
」
が
展
開
さ
れ
た
。
県
産
木
造
住

宅
一
〇
倍
増
作
戦
に
つ
い
て
は
、
県
産
木
材
利
用
木
造
住
宅
特
別
融
資
制
度
の
利
用
促
進
や
、「
ひ
ょ
う
ご
木
の
す
ま
い
」
モ

デ
ル
住
宅
の
設
置
と
普
及
啓
発
が
図
ら
れ
た
。

二
　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
住
宅
復
興

住
宅
被
害

の
特
徴

兵
庫
県
内
の
住
家
被
害
は
五
三
万
八
七
六
七
棟
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
に
つ
い
て
は
全
壊
一
〇
万
四
〇
〇
四
棟
（
一

八
万
二
七
五
一
世
帯
）、半
壊
一
三
万
六
九
五
二
棟（
二
五
万
六
八
五
七
世
帯
）、一
部
破
損
二
九
万
七
八
一
一
棟
で
あ
っ

た
。
住
家
被
害
で
は
、
老
朽
木
造
家
屋
の
全
壊
や
、
一
階
部
分
が
圧
壊
し
た
事
例
が
多
か
っ
た
。
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住
宅
形
式
別
の
被
災
度
は
、
学
会
が
西
宮
市
南
部
・
芦
屋
市
・
神
戸
市
東
灘
区
・
中
央
区
・

兵
庫
区
・
長
田
区
・
須
磨
区
南
部
を
対
象
に
実
施
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
長
屋
建
住
宅
の
全
半

壊
率
が
六
三
・
〇
％
と
最
も
高
く
、
つ
い
で
文
化
住
宅
や
木
造
二
階
建
て
の
民
間
賃
貸
ア
パ
ー

ト
を
含
む
低
層
共
同
建
て
住
宅
の
全
・
半
壊
率
五
七
・
七
％
で
あ
っ
た
。
共
同
建
中
層
住
宅
の

全
半
壊
率
は
一
三
・
五
％
、
共
同
建
高
層
住
宅
は
一
八
・
五
％
で
あ
っ
た
が
、
一
階
部
分
や
中

間
層
が
圧
壊
さ
れ
て
解
体
・
除
却
の
対
象
と
な
っ
た
共
同
住
宅
も
あ
っ
た
。

　
全
体
と
し
て
は
、
二
階
建
て
以
下
の
低
層
住
宅
の
被
害
が
大
き
い
が
、
と
り
わ
け
、
昭
和
五

十
六
（
一
九
八
一
）
年
に
改
正
さ
れ
た
新
耐
震
基
準
を
満
た
さ
な
い
長
屋
や
老
朽
化
し
た
木
造

賃
貸
住
宅
の
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
。
地
域
的
に
は
、
神
戸
市
須
磨
区
、
長
田
区
、
東
灘
区
、

灘
区
で
の
被
害
が
大
き
く
、
い
ず
れ
も
全
・
半
壊
率
が
四
割
を
上
回
っ
た
。

復
興
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
策
定
・
推
進

平
成
七
年
八
月
に
は
、
震
災
に
よ
り
失
わ
れ
た
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
早
期
の
回
復
を
図
る
た
め
、「
ひ
ょ
う

ご
住
宅
復
興
三
カ
年
計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
平
成
九
年
ま
で
に
一
二
万
五
〇
〇
〇
戸
の
住
宅
を
建
設
す
る

こ
と
が
目
標
と
さ
れ
た
。「
ひ
ょ
う
ご
住
宅
復
興
三
カ
年
計
画
」
は
、
平
成
八
年
に
策
定
さ
れ
る
「
ひ
ょ
う
ご
住
宅
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
」
を
前
倒
し
し
て
そ
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
『
ひ
ょ
う
ご
住
宅
復
興
三
カ
年
計
画
』
で
は
、
災
害
復
興
公
営
住
宅
の
供
給
計
画
戸
数
は
二
万
四
〇
〇
〇
戸
と
さ
れ
て
い
た
。

平
成
八
年
二
月
～
三
月
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
「
応
急
仮
設
住
宅
入
居
実
態
調
査
」
に
お
い
て
、
公
営
住
宅
へ
の
入
居
を
希
望

す
る
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
結
果
を
踏
ま
え
、
同
年
八
月
に
改
訂
さ
れ
た
復
興
三
カ
年
計
画
で
は
、
低
所
得
者
向
け
再
開
発
系

写真 91　被災住宅の部分圧壊の状況
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住
宅
を
含
む
復
興
公
営
住
宅
等
の
供
給
計
画
戸

数
が
、
三
万
八
六
〇
〇
戸
に
修
正
さ
れ
た
。
兵

庫
県
、
市
町
、
公
団
、
兵
庫
県
住
宅
供
給
公
社
、

神
戸
市
住
宅
供
給
公
社
等
が
連
携
す
る
こ
と
で
、

最
終
的
に
、
四
万
一
九
六
三
戸
（
う
ち
、
新
規

供
給
分
は
二
万
五
四
二
一
戸
）
の
供
給
を
四
年
間

で
達
成
し
た
。
災
害
復
興
公
営
住
宅
の
他
、
特

定
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
を
活
用
し
て
供
給
さ
れ

た
災
害
復
興
準
公
営
住
宅
な
ど
多
様
な
供
給
形
態
が
導
入
さ
れ
た
。

　
災
害
復
興
公
営
住
宅
へ
の
入
居
者
の
募
集
に
つ
い
て
は
、
募
集
事
務
の
効
率
化
と
、

公
平
な
応
募
機
会
を
提
供
す
る
た
め
に
国
、
兵
庫
県
、
市
町
、
住
宅
金
融
公
庫
、
公
団

等
が
参
加
す
る
「
災
害
復
興
住
宅
管
理
協
議
会
」
が
一
元
的
に
実
施
し
た
。
一
元
募
集

は
、
平
成
七
年
度
か
ら
十
年
度
に
か
け
て
四
回
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
、
四
万
二
九
一
一

戸
の
募
集
戸
数
に
対
し
て
、
一
四
万
八
八
五
四
件
の
申
込
が
あ
り
、
倍
率
は
三
・
四
七

倍
に
達
し
た
。
都
市
部
に
立
地
す
る
災
害
復
興
公
営
住
宅
に
お
い
て
は
応
募
倍
率
が
極
め
て
高
く
な
る
な
ど
、
人
気
が
集
中
し

た
。
応
急
仮
設
住
宅
の
入
居
者
同
士
が
同
一
団
地
に
入
居
す
る
こ
と
の
で
き
る
グ
ル
ー
プ
募
集
も
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
、
災
害

復
興
公
営
住
宅
等
の
入
居
者
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
低
所
得
者
等
に
対
し
て
入
居
開
始
か
ら
一
〇
年
間
、
特
別
家
賃
低
減
化

写真 92　災害復興公営住宅（HAT神戸）

表 50　県復興公営住宅の供給計画と実績

区　分 平成7年8月
（計画戸数）

平成8年8月
（計画戸数）

平成11年12月
（実績）

災害復興公営住宅等
災害復興公営住宅
再開発系住宅

24,000�
（18,000）
（6,000）

38,600�
（うち新規供給

分25,100）

41,963�
（うち新規供
給分25,421）

再開発系住宅（低所得者以外） 5,100� 1,290�
災害復興準公営住宅 18,000� 16,800� 12,320�
公団・公社住宅 22,000� 20,000� 19,959�

合　　計 64,000� 80,500� 75,684�
� （『住まい復興の記録─ひょうご住宅復興3カ年計画の足跡─』より引用）
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対
策
が
と
ら
れ
た
。
災
害
復
興
公
営
住
宅
に
つ
い
て
は
、全
住
戸
高
齢
者
向
け
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
）

仕
様
の
採
用
、
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ジ
ン
グ
（
協
同
居
住
型
集
合
住
宅
）、
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン

グ
（
高
齢
者
向
け
設
備
・
仕
様
の
公
共
賃
貸
住
宅
で
、
Ｌ
Ｓ
Ａ
（
生
活
援
助
員
）
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
が
受

け
ら
れ
る
も
の
）
が
供
給
さ
れ
た
他
、
地
域
福
祉
の
拠
点
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
が
整

備
さ
れ
た
。
災
害
復
興
公
営
住
宅
な
ど
の
供
給
も
あ
り
、
避
難
所
で
の
生
活
を
早
期
に
解
消
す

る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
応
急
仮
設
住
宅
は
、
平
成
十
二
年
一
月
十
四
日
を
も
っ
て
入
居
世
帯
が

全
て
解
消
し
、
同
年
三
月
末
ま
で
に
解
体
撤
去
を
完
了
し
た
。

　
民
間
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
は
一
七
二
件
が
全
半
壊
し
、
そ
の
中
に
は
、
住
民
の
合
意
形
成
が
難

航
し
、
訴
訟
に
至
る
も
の
も
あ
っ
た
。
被
災
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
て
替
え
支
援
と
し
て
、
阪

神
・
淡
路
大
震
災
復
興
基
金
（
以
下
、
復
興
基
金
）
に
よ
る
利
子
補
給
制
度
を
は
じ
め
、
住
宅
金

融
公
庫
に
よ
る
優
遇
融
資
、
優
良
建
築
物
等
整
備
事
業
に
よ
る
助
成
、
定
期
借
地
権
方
式
に
よ
る
建
て
替
え
制
度
な
ど
が
講
じ

ら
れ
た
。
被
災
者
が
早
期
に
安
定
し
た
住
生
活
を
営
め
る
よ
う
、
住
宅
再
建
・
確
保
に
際
し
て
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る

ひ
ょ
う
ご
住
宅
相
談
所
（
平
成
十
四
年
か
ら
ひ
ょ
う
ご
住
ま
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
名
称
変
更
）
が
設
置
さ
れ
る
と
と
も
に
、
兵
庫

県
に
戻
り
た
い
被
災
者
へ
の
相
談
や
情
報
提
供
が
行
わ
れ
た
。

　
ま
た
、
被
災
者
の
恒
久
住
宅
移
転
後
の
自
立
生
活
再
建
の
支
援
に
つ
い
て
、
兵
庫
県
で
は
、
復
興
基
金
に
よ
る
生
活
再
建
支

援
金
制
度
が
創
設
さ
れ
、「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
」
の
成
立
（
平
成
十
年
）
に
つ
な
が
っ
た
。
な
お
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災

の
被
災
者
に
対
し
て
は
、
法
律
の
附
帯
決
議
を
受
け
て
、
生
活
再
建
支
援
金
制
度
等
を
拡
充
・
統
合
し
て
、
被
災
者
自
立
支
援

写真 93　�コレクティブハウジング　神戸市営真野ふ
れあい住宅
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金
制
度
を
創
設
し
、
平
成
十
年
か
ら
支
給
を
開
始
し
た
。
平
成
十
七
年
に
は
、
兵
庫
県
独
自
の
共
済
制
度
と
し
て
、
自
然
災
害

で
被
害
を
受
け
た
住
宅
を
再
建
す
る
た
め
の
「
兵
庫
県
住
宅
再
建
共
済
制
度
（
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
共
済
）」
が
創
設
さ
れ
た
。

復
興
都
市

計
画
の
策
定

道
路
等
の
都
市
基
盤
が
未
整
備
で
被
害
の
大
き
い
区
域
で
は
、
滅
失
し
た
建
築
物
が
個
別
に
再
建
す
る
と
、

震
災
前
の
都
市
基
盤
が
未
整
備
な
状
態
が
復
元
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
建
築
基
準
法
の
接
道
条
件
を
満
た

さ
な
い
宅
地
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
土
地
区
画
整
理
事
業
や
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
す
る
都
市
計
画
決
定
ま
で

の
間
の
個
別
再
建
を
建
築
基
準
法
第
八
四
条
に
基
づ
く
建
築
制
限
を
四
市
一
町
、
一
四
地
区
、
約
三
三
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
適
用

し
、
地
震
発
生
か
ら
二
カ
月
の
間
、
無
秩
序
な
建
築
行
為
を
制
限
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
建
築
制
限
の
切
れ
る
平
成
七
年
三
月

十
七
日
に
、
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
、
土
地
区
画
整
理
事
業
、
市
街
地
再
開
発
事
業
の
都
市
計
画
決
定
が
行
わ
れ
た
。

　
し
か
し
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
市
街
地
を
一
刻
も
早
く
復
興
す
る
と
と
も
に
、
無
秩
序
な
建
築
等
に

よ
り
安
全
・
環
境
上
劣
悪
な
市
街
地
が
再
生
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
現
行
の
都
市
計
画
制
度
の
枠
組
み
の
中
で

の
対
応
で
は
限
界
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
市
街
地
の
復
興
に
関
す
る
基
本
的
な
制
度
と
し
て「
被

災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
」
の
法
案
が
緊
急
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
前
述
の
建
築
制
限
の
期
限
切
れ
（
三
月
十
七
日
）
前
の

平
成
七
年
二
月
二
十
六
日
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
。

　
建
築
物
の
集
中
的
な
倒
壊
や
面
的
な
焼
失
が
生
じ
た
区
域
で
は
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
け
ば
不
良
な
街
区
が
形
成
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
法
律
に
基
づ
き
必
要
最
小
限
の
建
築
行
為
等
の
制
限
を
行
う
と
と
も
に
、
面
的
な
整
備
事

業
に
よ
り
当
該
区
域
が
で
き
る
だ
け
早
期
に
整
備
が
さ
れ
る
よ
う
、
都
市
計
画
に
お
い
て
「
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
」
の

指
定
が
可
能
と
な
っ
た
。「
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
」
に
お
い
て
は
、
災
害
の
発
生
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
の
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期
間
は
建
築
行
為
等
が
制
限
さ
れ
、
そ
の
期
間
内

に
、
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
市
街
地
開
発
事
業

や
地
区
計
画
な
ど
の
都
市
計
画
を
定
め
る
こ
と
が

市
町
村
に
課
せ
ら
れ
た
。

　
権
利
者
の
多
く
は
、
避
難
所
等
で
の
生
活
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
震
災
か
ら
二

カ
月
と
い
う
期
間
で
は
計
画
内
容
を
周
知
説
明
し
、

理
解
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
平
成

七
年
三
月
十
七
日
時
点
で
は
、
施
行
区
域
や
骨
格

と
な
る
幹
線
道
路
や
公
園
等
を
決
定
す
る
に
と
ど

め
、
そ
の
後
、
住
民
と
合
意
形
成
を
は
か
り
身
近

な
生
活
道
路
や
公
園
等
に
つ
い
て
都
市
計
画
決
定

を
行
う
「
二
段
階
都
市
計
画
方
式
」
に
よ
り
事
業

が
進
め
ら
れ
た
。
二
段
階
都
市
計
画
決
定
は
区
画

整
理
一
五
地
区
、
再
開
発
四
地
区
に
適
用
さ
れ
た
。

　
神
戸
市
で
建
築
制
限
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、

復
興
都
市
計
画
事
業
予
定
地
の
森
南
、
六
甲
道
駅

表 51　被災市街地復興都市計画の決定一覧表

市町名 建築基準法
第84条区域

被災市街地
復興推進地域 市街地再開発事業等

神戸市

森南

H7.2.1

森南 森南地区震災復興土地区画整理事業

H7.3.17

六甲道駅周辺 六甲道駅周辺
六甲道駅西地区震災復興土地区画整理事業
六甲道駅南地区震災復興第二種市街地再開発事業

松本 松本 松本地区震災復興土地区画整理事業
御菅 御菅 御菅地区震災復興土地区画整理事業

新長田駅周辺 新長田駅周辺
新長田・鷹取地区震災復興土地区画整理事業
新長田駅南地区震災復興第二種市街地再開発事業

三宮 ― 地区計画５地区 H7.4.28
※ 湊川１・２丁目 湊川町１・２丁目震災復興土地区画整理事業 H8.11.7
※ 神前町２丁目北 神前町２丁目北震災復興土地区画整理事業 H8.12.17

芦屋市
西部地区

H7.2.9
芦屋西部 芦屋西部震災復興土地区画整理事業

H7.3.17
中央地区 芦屋中央 芦屋中央震災復興土地区画整理事業

西宮市
森具

H7.2.1
森具 森具震災復興土地区画整理事業

H7.3.17
西宮北口駅北東 西宮北口駅北東

西宮北口駅北東震災復興土地区画整理事業
西宮北口駅北東震災復興第二種市街地再開発事業

尼崎市 ― 築地 築地震災復興土地区画整理事業 H7.8.8

宝塚市

売布神社駅前地区

H7.2.9

売布神社駅前地区 売布神社駅前地区第二種市街地再開発事業

H7.3.17仁川駅前地区 仁川駅前地区 仁川駅前地区第二種市街地再開発事業
宝塚駅前地区
（花の道周辺） 花の道周辺 宝塚駅前地区第二種市街地再開発事業

北淡町 富島 H7.2.9 富島 富島第二種市街地再開発事業 H7.3.17
（注）※は組合設立認可であり、都市計画決定していない。

（「復興市街地整備事業とその推進方策に関する調査報告書」を参照して作成）
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周
辺
、
三
宮
、
松
本
、
御み

菅す
が

、
新
長
田
駅
周
辺
の
六
地
区
、
約
二
三
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
平
成
七
年
二
月
に
「
神
戸
市
震
災
復
興
緊
急
整
備
条
例
」
を
制
定
し
、

東
灘
区
か
ら
須
磨
区
ま
で
の
六
甲
山
南
側
の
市
街
地
約
五
八
八
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
「
震

災
復
興
促
進
地
域
」
に
指
定
し
、
こ
の
う
ち
、
建
築
制
限
六
地
区
を
含
む
二
四
地
区
の

計
一
二
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
「
重
点
復
興
地
域
」
に
指
定
さ
れ
た
。
重
点
復
興
地
域
に

お
い
て
は
、
震
災
か
ら
二
カ
月
後
の
平
成
七
年
三
月
十
七
日
、「
六
甲
道
駅
南
地
区
」

及
び
「
新
長
田
駅
南
地
区
」
の
二
地
区
が
、
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
の
指
定
と
合

わ
せ
て
震
災
復
興
市
街
地
再
開
発
事
業
と
し
て
都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
。

　
新
長
田
駅
周
辺
は
昭
和
四
十
年
策
定
の
神
戸
市
総
合
基
本
計
画
に
お
い
て
西
部
副
都
心
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
平
成
元
年

策
定
の
イ
ン
ナ
ー
シ
テ
ィ
総
合
整
備
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
地
域
の
活
性
化
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、
地
下
鉄
海
岸
線
の

整
備
や
新
長
田
駅
前
に
お
け
る
再
開
発
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受

け
た
市
街
地
の
復
興
と
防
災
公
園
な
ど
を
中
心
と
し
た
防
災
拠
点
の
構
築
、
良
質
な
住
宅
の
供
給
、
都
市
機
能
の
整
備
を
図
る

た
め
、
震
災
復
興
市
街
地
再
開
発
事
業
の
都
市
計
画
が
さ
れ
た
。
対
象
地
区
は
二
〇
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
り
、
総
事
業
費
二

七
一
〇
億
円
、
四
四
棟
の
再
開
発
ビ
ル
を
建
設
す
る
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。
当
初
計
画
に
お
い
て
は
、
第
一
地
区
で
は
地
区
全

体
と
し
て
は
大
街
区
化
を
図
り
、
低
層
部
に
商
業
、
高
層
部
に
住
宅
を
計
画
、
第
二
地
区
は
新
長
田
駅
か
ら
国
道
二
号
以
南
地

区
と
の
連
続
性
を
計
画
、
第
三
地
区
で
は
二
つ
の
街
区
の
用
途
地
域
を
工
業
地
域
に
変
更
し
、
ケ
ミ
カ
ル
関
連
の
集
約
配
置
が

検
討
さ
れ
た
。

写真 94　�新長田駅南地区（平成 17 年頃）
（神戸市提供）
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六
甲
道
駅
南
地
区
に
つ
い
て
は
、
神
戸
市
総
合
基
本
計
画
に
お
い
て
東
部
副
都
心

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
Ｊ
Ｒ
六
甲
道
駅
南
側
の
駅
前
広
場
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

地
区
の
一
部
で
は
市
街
地
改
造
事
業
に
よ
り
市
街
地
改
造
ビ
ル
が
建
設
さ
れ
て
い
た

が
、
大
部
分
は
住
宅
・
商
業
・
業
務
ビ
ル
が
密
集
し
た
低
利
用
の
地
区
で
あ
っ
た
。

震
災
後
に
防
災
支
援
拠
点
の
整
備
、
副
都
心
機
能
の
充
実
、
多
様
な
住
宅
の
大
量
供

給
、
歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を
図
る
た
め
、
震
災
復
興
市
街
地
再
開
発
事
業

の
都
市
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。
対
象
地
区
は
五
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
り
、
総
事
業

費
八
九
二
億
円
、
一
四
棟
の
再
開
発
ビ
ル
を
建
設
す
る
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。
二
段

階
都
市
計
画
と
し
て
、
第
一
段
階
で
は
地
区
の
中
央
部
に
公
園
を
整
備
す
る
案
を

も
っ
て
都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
道
路
や
公
園
の
位
置
に
つ
い
て
住
民
の
意
向
を
踏
ま
え
た
案
に
都
市
計
画
が
変

更
さ
れ
た
。

　
震
災
復
興
市
街
地
再
開
発
事
業
に
つ
い
て
は
、
六
甲
道
駅
南
地
区
、
新
長
田
駅
南
地
区
以
外
に
、
西
宮
市
で
は
西
宮
北
口
駅

北
東
地
区
、
宝
塚
市
で
は
宝
塚
駅
前
地
区
、
売め

布ふ

神
社
駅
前
地
区
、
仁に

川が
わ
駅
前
地
区
で
事
業
が
実
施
さ
れ
た
。

　
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
は
一
六
地
区
、
震
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
は
一
一
地
区
で
都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
県
は
平
成
七
年
七
月
に
「
阪
神
・
淡
路
震
災
復
興
計
画
」（
計
画
期
間
一
〇
年
）
を
策
定
し
、「
多
核
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
型
都
市
圏
の
形
成
」
と
し
て
、
被
災
地
域
の
臨
海
部
埋
立
地
、
遊
休
地
と
内
陸
造
成
地
を
新
都
市
核
と
し
て
整
備
し
た
上
で
、

既
成
市
街
地
と
連
携
す
る
と
い
う
構
想
を
提
示
し
、
一
七
地
区
を
新
都
市
核
に
位
置
づ
け
た
。
こ
の
目
標
に
向
け
、
二
五
の
市

写真 95　�六甲道駅南地区（平成 17 年頃）（神
戸市提供）
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街
地
再
開
発
事
業
、
四
八
の
震
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
、
三
一
の
住
宅
系
面
的
整
備
事

業
が
計
画
さ
れ
た
。

　
一
七
の
新
市
街
地
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
う
ち
、
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
、
西
神
地
区
、
大
久

保
駅
南
地
区
、
神
戸
東
部
新
都
心
、
西
宮
浜
地
区
、
南
芦
屋
浜
地
区
は
住
宅
供
給
の
受
け
皿

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
ま
た
、
神
戸
東
部
新
都
心
、
鳴
尾
浜
地
区
、
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ

ン
ド
二
期
、
神
戸
複
合
産
業
団
地
、
尼
崎
臨
海
地
区
は
業
務
機
能
等
の
受
け
皿
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
た
。

　
芦
屋
市
の
若
宮
地
区
震
災
住
環
境
整
備
事
業
で
は
、
戸
建
住
宅
と
市
営
住
宅
が
共
存
で
き

る
住
環
境
整
備
が
目
指
さ
れ
、
四
つ
の
街
区
に
そ
れ
ぞ
れ
中
高
層
住
宅
を
建
設
す
る
と
い
う

市
が
作
成
し
た
当
初
案
が
撤
回
さ
れ
、
最
終
的
に
は
市
営
住
宅
を
で
き
る
限
り
分
棟
化
し
、

戸
建
住
宅
と
共
存
す
る
計
画
が
実
現
し
て
い
る
。

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
や

専
門
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

神
戸
市
に
お
い
て
は
、
重
点
復
興
地
域
で
あ
る
灘
区
と
長
田
区
を
中
心
に
、
震
災
後
に
多
数
の
ま

ち
づ
く
り
協
議
会
が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
平
成
八
年
に
は
神
戸
市
内
の
三
三
協
議
会
が
参
加
す

る
「
神
戸
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
連
絡
会
」
が
設
立
さ
れ
、
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
相
互
の
情
報
交
換
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
住
民

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
支
援
す
る
専
門
家
ら
で
構
成
さ
れ
る
「
阪
神
大
震
災
復
興
市
民
ま
ち
づ
く
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
は
、

被
害
実
態
調
査
、
被
災
度
別
建
物
分
布
状
況
図
の
作
成
、
相
談
業
務
等
を
実
施
し
た
。

写真 96　若宮町住宅 1号棟（芦屋市提供）
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新
た
な
住
宅

団
地
の
開
発

神
戸
東
部
新
都
心
（
Ｈ
Ａ
Ｔ
神
戸
）
は
、
神
戸
製
鋼
所
、
川
崎
製
鉄
の
工
場
跡
地
約
一
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
新

都
心
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
震
災
前
か
ら
国
際
拠
点
や
集
客
施
設
を
建
設
す
る
「
東
部
新
都
心
」
計
画

が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
東
側
の
灘
の
浜
で
は
、
県
営
・
市
営
、
公
団
住
宅
が
一
八
八
六
戸
建
設
、
平
成
十
年
か
ら
入
居
が
開
始

さ
れ
、
西
側
の
Ｈ
Ａ
Ｔ
神
戸
脇
の
浜
で
は
、
県
営
・
市
営
、
公
団
住
宅
が
一
六
五
六
戸
建
設
、
翌
十
一
年
三
月
か
ら
入
居
が
開

始
さ
れ
た
。
灘
の
浜
・
脇
の
浜
に
は
民
間
分
譲
住
宅
も
建
設
さ
れ
た
他
、
Ｈ
Ａ
Ｔ
神
戸
の
中
央
エ
リ
ア
に
は
、
神
戸
防
災
合
同

庁
舎
、
人
と
防
災
未
来
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
業
務
・
研
究
施
設
、
兵
庫
県
立
美
術
館
「
芸
術
の
館
」、
神
戸
赤
十
字
病
院
・
災
害

医
療
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
文
化
教
育
・
医
療
施
設
が
建
設
さ
れ
た
。

　
西
宮
マ
リ
ナ
パ
ー
ク
シ
テ
ィ
は
バ
ブ
ル
期
に
計
画
さ
れ
た
内
容
を
全
面
的
に
見
直
し
、
災
害
復
興
公
営
住
宅
八
九
五
戸
を
含

む
三
五
七
四
戸
が
建
設
さ
れ
た
。
西
宮
マ
リ
ナ
パ
ー
ク

シ
テ
ィ
の
東
地
区
に
お
い
て
は
、
公
共
埠
頭
の
ほ
か
、

既
成
市
街
地
か
ら
移
転
立
地
を
し
た
中
小
企
業
に
よ
っ

て
西
宮
浜
産
業
団
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
西
地
区
に

お
い
て
は
、
県
営
・
市
営
・
公
団
住
宅
、
公
社
住
宅
の

建
設
や
民
間
住
宅
の
分
譲
が
進
め
ら
れ
、
十
年
三
月
か

ら
入
居
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

　
南
芦
屋
浜
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
契
機
と
し
て
、

震
災
復
興
公
営
住
宅
団
地
を
整
備
す
る
た
め
に
、
当
時

写真 97　�HAT神戸全景（平成 16 年頃）（神戸
市提供）

写真 98　南芦屋浜団地のだんだん畑
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完
了
直
前
で
あ
っ
た
土
地
利
用
計
画
を
一
部
変
更
し
て
開
発
さ
れ
た
。
平
成
十
年
か
ら
入
居
が
開
始
さ
れ
た
南
芦
屋
浜
団
地
で

は
一
二
棟
八
一
四
戸
の
集
合
住
宅
が
建
設
さ
れ
、
二
四
時
間
の
見
守
り
体
制
、
住
民
参
加
型
の
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
導
入
、

海
と
六
甲
山
の
景
観
に
配
慮
し
た
住
棟
デ
ザ
イ
ン
な
ど
が
採
用
さ
れ
た
。
南
芦
屋
浜
団
地
で
は
、
入
居
予
定
者
ら
を
対
象
と
し

て
入
居
前
の
「
暮
ら
し
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
の
開
催
や
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
＆
ア
ー
ト
計
画
」
と
し
て
ア
ー
ト
を
介
し
た
居

住
者
同
士
の
交
流
が
試
み
ら
れ
た
。
特
に
「
注
文
の
多
い
楽
農
店
」
と
い
う
ア
ー
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
「
だ
ん
だ
ん
畑
」
で
は
、

居
住
者
自
身
が
植
栽
活
動
の
場
と
し
て
団
地
内
の
緑
地
を
運
営
す
る
仕
組
み
が
提
案
さ
れ
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
。

三
　
住
宅
市
場
・
ス
ト
ッ
ク
の
活
用
を
重
視
し
た
住
宅
政
策
へ
の
展
開

住
宅
建
設

五
箇
年
計
画

国
の
第
七
期
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
（
平
成
八
～
十
二
年
度
）
で
は
、
定
期
借
地
制
度
等
多
様
な
住
宅
供
給
手

法
の
活
用
、
住
宅
の
性
能
評
価
・
表
示
シ
ス
テ
ム
の
確
立
等
の
住
宅
流
通
基
盤
の
整
備
に
よ
る
流
通
促
進
、

消
費
者
相
談
窓
口
の
整
備
が
推
進
さ
れ
た
。
概
ね
七
三
〇
万
戸
の
適
正
な
質
を
備
え
た
住
宅
の
建
設
が
目
標
と
さ
れ
、六
八
一・

二
万
戸
（
達
成
率
：
九
三
・
三
％
）
が
建
設
さ
れ
た
。

　
兵
庫
県
に
お
い
て
は
、
目
標
と
す
る
建
設
戸
数
は
三
二
万
五
〇
〇
〇
戸
と
し
、
そ
の
内
訳
は
、
公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
二
〇

万
三
〇
〇
〇
戸
、
民
間
自
力
建
設
住
宅
一
二
万
二
〇
〇
〇
戸
で
あ
っ
た
。
実
績
と
し
て
は
、
公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
が
二
二
万

一
八
七
〇
戸
、
民
間
自
力
建
設
住
宅
が
一
四
万
一
一
三
七
戸
建
設
さ
れ
、
合
計
三
六
万
三
〇
〇
七
戸
（
達
成
率
一
一
一
・
七
％
）

が
建
設
さ
れ
た
。
平
成
十
年
の
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
で
は
、
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
と
考
え
ら

れ
る
住
宅
の
面
積
に
関
す
る
水
準
で
あ
る
誘
導
居
住
水
準
（
四
人
世
帯
で
都
市
居
住
型
は
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル
、
一
般
型
は
一
二
三
平
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方
メ
ー
ト
ル
）
に
つ
い
て
は
四
七
・
一
％
の
世
帯
が
水
準
以
上
で
あ
っ
た
が
、

全
国
の
全
て
の
世
帯
が
確
保
す
べ
き
水
準
で
あ
る
最
低
居
住
水
準
（
四
人

世
帯
で
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
に
つ
い
て
は
五
・
二
％
の
世
帯
が
水
準
未
満

で
あ
っ
た
。

　
国
の
第
八
期
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
（
平
成
十
三
～
十
七
年
度
）
で
は
、

住
宅
性
能
の
水
準
の
設
定
、
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
管
理
・
建
替
の
条

件
整
備
、
密
集
市
街
地
の
解
消
と
い
っ
た
市
場
・
ス
ト
ッ
ク
重
視
の
施
策

に
転
換
さ
れ
た
。
概
ね
六
四
〇
万
戸
（
増
改
築
四
三
〇
万
戸
）
の
適
正
な
質

を
備
え
た
住
宅
の
建
設
が
目
標
と
さ
れ
、
三
四
九
・
三
万
戸
（
達
成
率
：

五
四
・
六
％
）
が
建
設
さ
れ
た
。

　
兵
庫
県
に
お
い
て
は
、
目
標
と
す
る
建
設
戸
数
は
二
五
万
八
〇
〇
〇
戸

と
し
、
そ
の
内
訳
は
、
公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
一
一
万
三
三
二
〇
戸
、
民

間
自
力
建
設
住
宅
一
四
万
四
六
八
〇
戸
で
あ
っ
た
。
実
績
と
し
て
は
、
公

的
資
金
に
よ
る
住
宅
が
四
万
六
七
九
九
戸
、
民
間
自
力
建
設
住
宅
が
一
七

万
八
一
八
九
戸
、
合
計
二
二
万
四
九
八
八
戸
（
達
成
率
：
八
七
・
二
％
）
が

建
設
さ
れ
た
。
平
成
十
五
年
の
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
で
は
、
誘
導
居
住

水
準
に
つ
い
て
は
五
六
・
九
％
の
世
帯
が
水
準
以
上
で
あ
っ
た
が
、
最
低

表 52　住宅建設五箇年計画（第七期～第八期）の達成状況

期　　間 第七期（平成8～12年度） 第八期（平成13 ～ 17年度）

区　　分 計画 実績 達成率
（%） 計画 実績 達成率

（%）

 総建設戸数　（戸） 325,000� 370,177� 114� 258,000�
（増改築192,000）

224,988
�

87
�

公的施策住宅 203,000� 229,003� 113� 113,320�
（増改築13,575）

46,799� 41�
�

公営住宅
改良住宅
公庫住宅
公団住宅
その他の公的住宅
特定優良賃貸住宅
高齢者向け優良賃貸住宅

25,100�
5,500�
116,800�
14,750�
28,850�
12,000�
─

24,468�
5,196�
154,167�
14,624�
25,608�
4,940�
─

97�
94�
132�
99�
89�
41�
─

7,400�
1,060�
80,000�
2,900�
13,055�
1,310�
3,700�

5,213�
280�

32,806�
3,163�
4,247�
235�
855�

70�
26�
41�
109�
33�
18�
23�

民間自力建設住宅 122,000� 141,174� 116� 144,680� 178,189� 123
（「ひょうごの住宅」を参照して作成）
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居
住
水
準
に
つ
い
て
は
三
・
七
％
の
世
帯
が
水
準
未
満
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
契
機
と
し
て
、
平
成
八
年
度
か
ら
は
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
の
上
位
計
画
と
し
て
「
ひ
ょ
う

ご
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
が
策
定
さ
れ
、
大
震
災
に
お
け
る
住
宅
復
興
や
地
域
特
性
を
踏
ま
え
た
住
宅
政
策
が
推
進
さ
れ
た
。

公
営
住
宅

法
の
改
正

平
成
八
年
度
の
公
営
住
宅
法
の
改
正
に
よ
り
、
入
居
者
の
家
賃
負
担
能
力
（
応
能
性
）
と
、
公
営
住
宅
の
立
地
・

規
模
等
に
よ
る
便
益
（
応
益
性
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
応
能
応
益
家
賃
制
度
に
移
行
す
る
と
と
も
に
、高
齢
者・

低
所
得
者
を
主
た
る
対
象
と
す
る
公
営
住
宅
の
性
格
が
よ
り
一
層
強
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
兵
庫
県
で
は
、
県
営
住
宅

は
広
域
的
な
需
要
に
対
応
す
る
た
め
に
、
第
一
種
（
収
入
分
位
一
七
～
三
三
％
を
対
象
と
し
、
国
の
補
助
率
が
二
分
の
一
）
を
中
心
と

し
て
、
市
町
営
住
宅
は
よ
り
低
所
得
者
層
の
地
域
的
な
需
要
に
対
応
す
る
た
め
に
第
二
種
（
収
入
分
位
〇
～
一
七
％
を
対
象
と
し
、

建
設
費
に
対
す
る
国
の
補
助
率
が
三
分
の
二
）
を
比
較
的
多
く
供
給
し
て
き
た
が
、
公
営
住
宅
法
の
改
正
に
よ
り
従
来
の
第
一
種
・

第
二
種
の
区
分
が
廃
止
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
県
営
と
市
町
営
の
役
割
分
担
は
明
確
で
な
く
な
っ
た
。

　
国
の
住
宅
政
策
と
し
て
も
、
市
場
重
視
・
ス
ト
ッ
ク
重
視
と
い
う
今
後
の
住
宅
政
策
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
こ
と
や
、
高
齢

化
・
少
子
化
の
進
行
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
降
の
社
会
経
済
状
況
の
変
化
な
ど
、
県
営
住
宅
を
取
り
巻
く
状
況
が
大
き
く
変

化
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
県
で
は
、
平
成
十
三
年
三
月
に
「
ひ
ょ
う
ご
二
一
世
紀
県
営
住
宅
整
備
・
管
理
計
画
」
が
策
定
さ
れ

た
。都

市
基
盤
整
備
公
団

の
独
立
行
政
法
人
化

高
度
成
長
に
伴
い
大
都
市
圏
の
中
堅
勤
労
者
向
け
に
住
宅
を
大
量
供
給
し
た
旧
日
本
住
宅
公
団
を
母
体

と
す
る
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
は
、
平
成
十
一
年
に
、
都
市
基
盤
整
備
公
団
と
し
て
改
組
さ
れ
、
分
譲

住
宅
事
業
か
ら
撤
退
し
た
。
平
成
十
六
年
に
は
、
特
殊
法
人
改
革
の
一
環
と
し
て
、
地
域
振
興
整
備
公
団
の
地
方
都
市
開
発
整
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備
部
門
と
統
合
さ
れ
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
が
設
立
さ
れ
た
。

住
宅
の
品
質
に
関
す

る
意
識
の
高
ま
り

欠
陥
住
宅
な
ど
の
社
会
問
題
を
背
景
と
し
て
、
平
成
十
二
年
に
施
行
さ
れ
た
「
住
宅
の
品
質
確
保
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、
品
確
法
）
に
基
づ
き
、
様
々
な
住
宅
の
性
能
を
わ
か
り
や
す
く
表
示
す

る
住
宅
性
能
表
示
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
品
確
法
で
は
、
新
築
住
宅
の
基
本
構
造
部
分
の
瑕か

疵し

担
保
責
任
期
間
を

「
一
〇
年
間
」
と
す
る
こ
と
や
、
ト
ラ
ブ
ル
を
迅
速
に
解
決
す
る
た
め
の
「
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
」
を
整
備
す
る
こ
と
も

定
め
ら
れ
た
。

　
神
戸
市
で
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
教
訓
か
ら
、
住
宅
の
安
全
性
の
向
上
と
維
持
管
理
の
適
正
化
の
重
要
性
が
再
認
識
さ

れ
る
と
と
も
に
、
住
宅
の
品
質
や
機
能
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
っ
た
こ
と
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
平
成
十
二
年
に
、
す
ま
い
に

関
す
る
相
談
や
情
報
提
供
、
普
及
啓
発
等
を
行
う
「
神
戸
市
す
ま
い
と
ま
ち
の
安
心
支
援
セ
ン
タ
ー
（
す
ま
い
る
ネ
ッ
ト
）」
が

設
置
さ
れ
た
。

団
地
の

再
生

高
度
経
済
成
長
期
に
開
発
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
つ
い
て
も
再
生
へ
の
取
組
が
始
動
し
た
。
明
石
舞
子
団
地（
明

舞
団
地
）
で
は
、
平
成
十
五
年
度
に
、
再
生
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
な
る
「
明
舞
団
地
再
生
計
画
」
が
策
定
さ
れ
た
。

再
生
計
画
に
お
い
て
は
、
民
間
事
業
者
と
連
携
し
な
が
ら
建
替
事
業
や
大
規
模
修
繕
を
進
め
る
ほ
か
、
高
齢
者
や
子
育
て
世
代

が
明
舞
団
地
内
で
住
み
替
え
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
検
討
さ
れ
た
。
ま
た
、
再
生
計
画
に
基
づ
い
て
、
団
地
の
活
性
化
に
つ
な

が
る
事
業
を
実
施
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
を
募
集
し
、
三
団
体
に
活
動
拠
点
と
し
て
県
営
住
宅
の
目
的
外
使
用
の
許
可
、
使
用
料
の
免

除
が
認
め
ら
れ
た
。
平
成
十
六
年
度
に
は
、
四
〇
周
年
記
念
事
業
の
ほ
か
、
明
舞
セ
ン
タ
ー
の
空
き
店
舗
を
活
用
し
た
「
明
舞

ま
ち
づ
く
り
広
場
」
の
開
設
、
分
譲
集
合
住
宅
を
対
象
と
し
た
再
生
ア
イ
デ
ア
コ
ン
ペ
な
ど
を
実
施
し
、
翌
十
七
年
度
に
は
明
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舞
景
観
デ
ザ
イ
ン
コ
ー
ド
の
策
定
、
平
成

十
八
年
度
に
は
明
舞
団
地
再
生
コ
ン
ペ
を

実
施
し
た
。

　
ま
た
、
西
宮
市
の
浜
甲
子
園
団
地
は
、

敷
地
面
積
三
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
、
一
五

〇
棟
四
六
一
三
戸
か
ら
な
る
大
規
模
団
地

で
あ
っ
た
が
、
平
成
十
三
年
か
ら
建
替
が

始
ま
っ
た
。
建
替
に
よ
る
再
生
第
一
期
エ

リ
ア
（
さ
く
ら
街
八
七
七
戸
）
で
は
、
戻
り

入
居
者
の
た
め
の
住
宅
の
ほ
か
、「
タ
ウ
ン
ス
ケ
ー
プ
を
つ
く
る
団
地
再
生
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
中
層
住
宅
を
基
調
と
し
た

高
層
棟
混
在
型
の
ま
ち
な
み
景
観
に
配
慮
し
た
住
棟
デ
ザ
イ
ン
が
提
案
さ
れ
た
。

　
団
地
再
生
事
例
で
は
な
い
が
、
震
災
前
は
再
開
発
地
区
計
画
制
度
を
活
用
し
て
神
戸
市
、
神
戸
市
住
宅
供
給
公
社
、
住
宅
・

都
市
整
備
公
団
が
旧
国
鉄
兵
庫
貨
物
駅
跡
（
約
五
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
お
い
て
開
発
を
進
め
て
い
た
Ｊ
Ｒ
兵
庫
駅
前
の
キ
ャ
ナ

ル
タ
ウ
ン
兵
庫
は
、
被
災
者
に
対
応
す
る
た
め
に
住
宅
計
画
を
変
更
し
、
水
路
（
キ
ャ
ナ
ル
）
の
整
備
さ
れ
た
集
合
住
宅
、
高

齢
者
施
設
、
福
祉
施
設
、
図
書
館
、
商
業
業
務
施
設
か
ら
な
る
複
合
施
設
と
し
て
平
成
十
一
年
に
竣
工
し
た
。

写真 100　�キャナルタウン兵庫（左下から右上
に連なる中高層マンション群）（神
戸市提供）

写真 99　�浜甲子園さくら街（西宮市）�
（都市再生機構提供）
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